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１ はじめに 

 米国とロシアは他の３核兵器国と比べて大量の核兵

器を保有しており、この二国間の核軍備管理は、依然

として核兵器の完全な廃絶に向けたプロセスの中心で

ある。現在、戦略核兵器の一層の削減、ならびに対弾

道ミサイル（ＡＢＭ）条約および米国の国家ミサイル

防衛（ＮＭＤ）計画の取り扱いを巡って停滞している

米露間核軍備管理をいかに再活性化させるかが焦点と

なっている。 

 米露は、１９９３年１月に、両国が配備する戦略核

弾頭をそれぞれ３０００－３５００発に削減すること、

ならびに個別誘導複数目標弾頭（ＭＩＲＶ）化大陸間

弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）を全廃することなどが定め

られた第二次戦略兵器削減条約（ＳＴＡＲＴⅡ条約）

に署名した。また両国は、１９９７年３月のヘルシン

キ二国間サミットで、第三次戦略兵器削減条約（ＳＴ

ＡＲＴⅢ条約）の枠組みに関して合意するとともに、

同年９月には、ニューヨークにおいて、ＳＴＡＲＴⅡ

条約の下での戦略核運搬手段の廃棄期限延長を定めた

ＳＴＡＲＴⅡ条約議定書、ならびにＡＢＭ条約に関連

して「ＡＢＭ条約に関する了解事項」、「ＡＢＭ条約に

関する第一合意声明」、「ＡＢＭ条約に関する第二合意

声明」および「戦略弾道ミサイル以外の弾道ミサイル

を迎撃するシステムに関する信頼醸成措置についての

協定」に署名した（以下、これら４つの文書を「ＡＢ

Ｍ条約関連文書」と表すことがある）。 

 しかしながら、ＳＴＡＲＴⅡ条約、同条約議定書お

よびＡＢＭ条約関連文書はいずれも発効しておらず、

ＳＴＡＲＴⅢ条約の正式交渉も行われていない。ＮＭ

Ｄ問題についても、両国の対立が続いており、さらに

米国のＮＭＤ計画は中国や北大西洋条約機構（ＮＡＴ

Ｏ）の同盟国からも強く批判されている。 

 本稿では、米露間核軍備管理に関するロシアおよび

米国それぞれの動向を概観した後、米露間核軍備管理

が進展しない要因、ならびにこれを再活性化させるた

めの方途を考察する。 

 

２ ロシアの動向 

 ロシアでは、共産党が中心となって、ＳＴＡＲＴⅡ

条約の履行により生じるロシアの安全保障上の懸念を

含む諸問題からその批准に反対していた一方で(1)、１

９９７年に前述のような諸文書が成立した後、その批

准を求める主張も強まった。しかしながら、エリツィ

ン政権時には、条約の批准に強く反対するとともにエ

リツィン政権と対立していた共産党が議会で多数を占

めていたこと、ならびにエリツィン大統領（当時）と

議会との関係が良好ではなかったことに加えて、１９

９８年１２月の米英によるイラク爆撃および１９９９

年３－６月のＮＡＴＯによるコソボ爆撃に議会のみな

らずエリツィン前大統領が反発したため、ＳＴＡＲＴ

Ⅱ条約の批准は実現しなかった。 

 １９９９年１２月のロシア下院選挙でプーチン大統

領代行（当時）支持派が多数を占める結果となり、ま

た２０００年３月の大統領選挙でプーチン大統領代行

が次期大統領に当選した後、プーチン大統領代行は、

ＳＴＡＲＴⅡ条約の批准を外交政策の最優先事項とし、

議会に対して条約の批准手続きを行うよう求めた。ロ

シア下院は４月１４日に、ＳＴＡＲＴⅡ条約および同
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条約議定書の批准承認を定めたＳＴＡＲＴⅡ条約批准

関連法を賛成２８８、反対１３１、棄権４で可決した。

またロシア下院は同日、ＡＢＭ条約関連文書の批准承

認を定めたＡＢＭ条約関連文書批准法を賛成４１３、

反対８、棄権１で可決した。４月１９日にはロシア上

院でも、ＳＴＡＲＴⅡ条約批准関連法が賛成１２２、

反対１５、棄権７で、またＡＢＭ条約関連文書批准法

が賛成１１２、反対１５、棄権６で、それぞれ可決さ

れた。 

 ＳＴＡＲＴⅡ条約批准関連法では、ロシアがＳＴＡ

ＲＴⅡ条約から脱退する権利を有する場合として、米

国によるＳＴＡＲＴⅡ条約への違反、米国によるＡＢ

Ｍ条約からの脱退またはこれへの違反、米露以外の国

家によるロシアの安全保障を脅威を与えるような戦略

攻撃兵器の増強、ならびに米国、他国あるいは米国の

同盟国やＮＡＴＯによるロシアの安全保障に脅威を与

えるような方法での軍事力の配備（ＳＴＡＲＴⅡ条約

署名日以降にＮＡＴＯに加盟した国への核兵器の配備

を含む）などが明記されるとともに（第２条）、ＳＴＡ

ＲＴⅡ条約の批准書の交換は、米国によるＳＴＡＲＴ

Ⅱ条約議定書およびＡＢＭ条約関連文書の批准手続き

の完了を条件に行われると規定された（第９条）。 

 ロシアがＳＴＡＲＴⅡ条約を批准できた一因は、プ

ーチン大統領代行とロシア議会との関係が安定してい

たこと、ならびに批准を妨げるような事件が発生しな

かったことがあげられるが、ロシアにおいてＳＴＡＲ

ＴⅡ条約批准への支持が高まった大きな要因は、条約

の履行に利益があるからではなく、ＳＴＡＲＴⅡ条約

の批准がＳＴＡＲＴⅢ条約交渉の早期開始および成立

による戦略核兵器の一層の削減、ならびにＡＢＭ条約

の維持と米国のＮＭＤ計画の中止もしくは縮小という

ロシアの２つの目標を達成するために必要であると考

えられたためであった。 

 ロシアは２０００年１月に、核兵器の役割を強調す

る内容を盛り込んだ新安全保障概念を採択したが(2)、

その背景には、ソ連崩壊およびワルシャワ条約機構解

消の後、ＮＡＴＯ拡大に対する懸念や米国に対する不

信感の増大に加えて、内戦やロシア周辺での地域紛争

をロシアの主要な脅威と認識し、さらにロシアの通常

戦力が弱体化している中で、ロシアが核兵器への依存

を高めていることがあげられる。またロシアにとって、

米国と同規模の戦略核兵器を保持することは、米国と

並ぶ大国としての地位を維持する方法の１つである。

他方で、ロシアの戦略核兵器に関しては、ＳＴＡＲＴ

Ⅱ条約が発効してＭＩＲＶ化ＩＣＢＭが全廃されれば、

既存の運搬手段の大半が近く耐用期限を迎えること、

核戦力のメンテナンスが十分ではないこと、ならびに

経済難により核運搬手段の新規生産が容易ではないこ

とから、２０００発のレベルで戦略核弾頭を配備する

のは困難であると考えられている。ロシアは将来、数

百発の規模でしか戦略核弾頭を配備できなくなるかも

しれないとの見方もある(3)。 

以上のような状況で、米露間関係におけるロシアの

優先課題の１つは、米国との間の戦略核兵器の数的均

衡、ならびに米国に対する核抑止力を維持することで

ある。 

 ロシアには、ＳＴＡＲＴⅡ条約を批准せずＭＩＲＶ

化ＩＣＢＭを保持し、第一次戦略兵器削減条約（ＳＴ

ＡＲＴⅠ条約）のレベルである６０００発の戦略核弾

頭を配備することで、米国との数的均衡を維持すると

いう可能性もあった。しかしながら、プーチン大統領

代行がＳＴＡＲＴⅡ条約批准に先立つ議会の公聴会で

述べたように、ロシアは、戦略核戦力を削減すればそ

の維持のためのコストを大幅に削減でき、さらに戦略

核戦力を大幅に削減しなければ将来的には米国との数

的均衡を維持できない(4)。このためロシアは、数的均

衡を維持する方法として、ＳＴＡＲＴⅡ条約を批准す

るとともにＳＴＡＲＴⅢ条約を早期に成立させ、これ

に基づいて米国とともに戦略核兵器の削減を行うこと

を選択した。ロシアは、米国との協議において、ＳＴ

ＡＲＴⅢ条約の下で配備される戦略核弾頭数を、自国

が維持できる規模の１０００－１５００発にするよう

提案している。 

 またロシアは、米国に対するロシアの核抑止力が損

なわれることを懸念して、米国のＮＭＤ計画に強く反

対するとともに、ＡＢＭ条約の遵守が核兵器の一層の

削減、ならびに戦略的安定の維持に不可欠であると主

張している(5)。ＳＴＡＲＴⅡ条約批准関連法で、米国

によるＳＴＡＲＴⅡ条約議定書およびＡＢＭ条約関連

文書の批准をＳＴＡＲＴⅡ条約批准書交換の条件にし、
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また米国によるＡＢＭ条約の遵守をロシアによるＳＴ

ＡＲＴⅡ条約履行の条件としたことも、米国にＡＢＭ

条約の遵守およびＮＭＤ計画の再考を求めるという意

味があった。ロシアは、クリントン政権によるＮＭＤ

配備を可能にするようなＡＢＭ条約改正に関する提案

（後述）にも公式には反対を表明しているが、ロシア

内での意見は分かれており、保守派が条約の改正に強

く反対しているのに対して、現実派はＡＢＭ条約改正

で譲歩するのと引き換えに、ＳＴＡＲＴⅢ条約で米国

から譲歩を引き出すほうが得策であると主張している

(6)。 

 

３ 米国の動向 

 米国は１９９６年１月にＳＴＡＲＴⅡ条約を批准し

たが、上院はその際に、ロシアがＳＴＡＲＴⅡ条約を

批准するまでは核兵器のさらなる削減を行わないとす

る決議を採択した。その後、ロシアによる条約の批准

が遅れる間に、米国では議会の共和党保守派が中心と

なってＮＭＤの配備を提案し、ＮＭＤ計画が進展して

きた。 

 クリントン大統領は当初、ＮＭＤに消極的であった

が、１９９８年７月に提出されたラムスフェルド報告

で、北朝鮮やイランなどが近い将来、米国に到達する

弾道ミサイルを開発し保有するとの見方が示され、そ

の直後の８月に北朝鮮がテポドン・ミサイルの発射実

験を実施したことに加えて、共和党議員からクリント

ン政権は自国の防衛に積極的ではないとの批判が強ま

ったこと、ＮＭＤの配備に対する民主党議員の支持も

高まったこと、ならびにＮＭＤに対するクリントン政

権の消極的な態度は２０００年１１月の大統領選挙で

民主党に不利に働く可能性があることなどから、クリ

ントン政権は、限定的な（limited）ＮＭＤ配備を支持

するとの政策転換を行った。１９９９年５月には、「限

定的な弾道ミサイル攻撃から米国の領域を効果的に防

御するＮＭＤを、技術的に可能になり次第、速やかに

配備する」ことを定めた国家ミサイル防衛法が米国議

会で共和党のみならず民主党からも圧倒的な支持を得

て可決され、クリントン大統領もこれに署名した。 

クリントン政権は、２０００年夏を目途に、脅威の

性格、技術的実現可能性、コスト、および軍備管理を

含む国家安全保障への影響という４つの基準に基づい

てＮＭＤ配備に関する決定を行うとしていたが、３回

の実験のうち２回が失敗したこともあり、クリントン

大統領は９月１日に、「ＮＭＤシステム全体の技術お

よび運用効果に十分な信用性があるとは結論付けられ

ないため、現状ではＮＭＤの配備を承認しないことを

決定」し、その判断を次期政権に委ねることとした(7)。 

 ＡＢＭ条約関連文書の批准については、共和党保守

派の議員が、既存のＡＢＭ条約を認めることになり、

ＮＭＤ配備を妨げると主張して、強く反対している。

また共和党議員は、核兵器の削減よりもＮＭＤに高い

優先度を与えている。共和党が多数を占める議会でＳ

ＴＡＲＴⅡ条約議定書およびＡＢＭ条約関連文書が批

准される可能性は低く、クリントン政権も、今後も議

会に対する批准促進のための働きかけは行わないと思

われる。 

 ＳＴＡＲＴⅢ条約の締結とＡＢＭ条約の改正に関す

るロシアとの協議では、米国がロシアにＡＢＭ条約議

定書案を提出し、その中で、１００基の迎撃ミサイル

を含む限定的なＮＭＤが配備できること、ならびに２

００１年３月１日以降、その議定書の再検討を行うこ

となどを提案したといわれている(8)。クリントン政権

は、２００５年までに２０基、２００７年までに１０

０基、２０１１年までに２５０基の迎撃ミサイル配備

を計画しているが(9)、このような規模の限定的なＮＭ

Ｄであれば、ロシアの米国に対する核抑止力を損なわ

ないため、ロシアが戦略核戦力を増強する必要はない

と主張している。また米国は、ＳＴＡＲＴⅢ条約の下

で配備される戦略核弾頭数を２０００－２５００発に

するよう提案している。これは、現行の単一統合運用

計画（ＳＩＯＰ）が戦略核弾頭の目標を２５００程度

に設定していることに加えて(10)、ロシアが提案してい

る１０００－１５００発の戦略核弾頭の規模では、米

国がＩＣＢＭ、潜水艦発射弾道ミサイル（ＳＬＢＭ）

および重爆撃機という戦略核の三本柱（triad）のいず

れかを全廃しなければならなくなることを懸念してい

るためであると考えられている。 

 ＳＴＡＲＴⅢ条約締結およびＡＢＭ条約改正を巡る

米露間の協議は進展せず、クリントン大統領は２００

０年９月の米露首脳会談後、米露間核軍備管理に関す
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る交渉を米国の次期政権に委ねると発言した。共和党

保守派は、クリントン政権による次期政権の核および

ＮＭＤ政策を限定するような協定の締結に反対し、そ

のような協定が締結されてもその批准に反対すると強

く主張してきたため(11)、仮にＳＴＡＲＴⅢ条約および

ＡＢＭ条約改正が成立したとしても、米国議会で批准

が承認される可能性は低かった。 

 以上のように、クリントン政権は、米露間核軍備管

理に関する協議および交渉、ならびに米国のＮＭＤ配

備に関する決定を次期政権に委ねた。２０００年大統

領選挙に先立ち開催された共和党および民主党それぞ

れの党大会では、次期政権に向けた党綱領が採択され、

その中で核兵器削減およびＮＭＤに関する両陣営の政

策が提示された。 

 共和党綱領では、強力な（robust）ＮＭＤの配備、

核兵器の一方的かつ大幅な削減、ならびに警戒態勢の

低減が提案された。ＮＭＤに関しては、クリントン政

権の政策を、冷戦期の思考や協定に縛られて賢明な戦

略を発展させなかったと批判し、国家安全保障上の理

由からだけではなく、米国民は防御されるに値すると

いうモラルの義務があるためにＮＭＤの配備が必要で

あると主張するとともに、米国のＮＭＤが一方的な優

位ではなく共通の安全保障を追求するものであること

をロシアに保証する、より前向きで実際的な方法があ

るとしている。核兵器の大幅な削減に関しては、ロシ

アは主要な敵ではなく、核の恐怖の均衡に依存する必

要がないため、これが可能であると主張している(12)。 

 他方、民主党綱領では、クリントン政権における米

露間核軍備管理政策の継承を掲げている。ＮＭＤにつ

いては、限定的なＮＭＤシステムのための技術開発を

指示し、クリントン政権が定めた前述の４つの基準に

沿って配備決定を行うとしている。また漸進的に低い

レベルでの戦略核の安定が目標であることを認識して

核兵器を大幅に削減するという継続中の努力が支持さ

れており、条約に基づき検証の下でロシアとともに核

兵器を削減するという米国の伝統的な政策の継続を提

案している。共和党の提案に対しては、核兵器の一方

的かつ大幅な削減は米国の安全保障を損ない、強力な

ＮＭＤの配備は新たな核軍備競争を引き起こすとして、

批判している(13)。 

 

４ 米露間核軍備管理停滞の要因 

米露間核軍備管理は、戦略核兵器をどのレベルまで

削減するか、米国によるＮＭＤの配備を認めるか否か、

あるいはどの程度のＮＭＤ配備を認めるかなどに関し

て、両国の具体的な提案の差異が縮まっておらず、停

滞が続いている。また両国の国内政治情勢に左右され

て、米露間核軍備管理の進展が妨げられてきたという

側面もある。ロシアが長くＳＴＡＲＴⅡ条約を批准で

きなかった要因には、共産党が多数を占めていた議会

の構成、あるいはエリツィン大統領と議会の不安定な

関係があげられ、米国が米露間核軍備管理の進展のみ

ならず化学兵器禁止条約（ＣＷＣ）や包括的核実験禁

止条約（ＣＴＢＴ）といった多数国間協定の批准にも

手間取ってきた要因には、軍備管理に積極的でない共

和党保守派の議員が議会で強い発言力を持っているこ

とに加えて、クリントン大統領と共和党議員の対立、

あるいは２０００年大統領選挙といった要素が影響し

てきた。しかしながら、米露間核軍備管理を停滞させ

てきたより重要な問題は、その進展に必要な共通の認

識および利益が両国間に存在しないことである。 

冷戦期、お互いを主要な脅威と認識し、大量の核兵

器を保有して対峙した米ソにとっての共通の利益は、

二極構造の下で繰り広げられていた様々な対立が両国

間の全面核戦争に発展するのを回避することであった。

両国は、その利益を確保する方途として、一方が先制

攻撃を受けても他方に耐えがたい損害を与える能力を

持つことで、相手国からの先制攻撃を抑止し、ひいて

は全面核戦争を回避するという相互確証破壊（ＭＡＤ）

ドクトリンを確立した。戦略兵器制限条約（ＳＡＬＴ

条約）およびＡＢＭ条約が成立した背景には、防御兵

器を制限してミサイル攻撃に対する脆弱性を維持する

こと、ならびに攻撃兵器に一定の制限を加えることを

通じて、一方が他方に対して優位に立つのを防止し、

ＭＡＤの状態を維持することが、戦略的安定の維持お

よび共通の利益の確保に資するという共通の認識が醸

成されたことがあげられる。また冷戦終結前後には、

米ソ（露）間関係が改善され、両国間で核戦争が勃発

する可能性も大きく低減されたため、両国間には、冷

戦期のような規模の核戦力を保持して対峙する必要は
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ないという共通の認識が醸成された。他方で、ソ連（ロ

シア）の核兵器に対する管理の不備から、偶発的な、

あるいは無権限の核兵器の使用や、盗難あるいは不法

取引などによる核兵器の拡散に対する懸念が増大した。

核兵器削減に関する両国の一方的措置、ＳＴＡＲＴ条

約および協力的脅威削減計画（ＣＴＲ）は、ソ連（ロ

シア）の核兵器に対する厳格な管理を実施すること、

ならびに核兵器を削減してその管理を一層確実にする

とともに両国間の抑止関係をより安全かつ安定的なも

のに近づけていくことが、戦略的安定の維持につなが

り、両国の利益に資するという共通の認識の下で成立

し、実施されてきた。 

しかしながら、１９９０年代半ば以降、とりわけ近

年は、米露間に米露間核軍備管理に関する共通の認識

および利益が醸成されていない。 

米露にとって、相手国が保有する大規模な核戦力は

依然として潜在的な脅威であるが、ロシアは内戦およ

び自国周辺での地域紛争を、また米国は懸念国に拡散

している大量破壊兵器および弾道ミサイルによる攻撃

を主要な脅威と認識している。これらの問題の多くは、

冷戦期には二極構造の中で、また冷戦終結前後には米

ソ（露）間の一定の協調の下で対応された。しかしな

がら現在は、二極構造の終焉により両国がこれらの問

題を必ずしも効果的には管理できなくなったこと、こ

れらの問題が米露の安全保障関係に必ずしも直接的に

は関連しなくなっていること、ならびにロシアが米国

に対する不信感を強めていることにより、米露は、上

述のような脅威に効果的な、あるいは一致した対応が

取れなくなっている。このような状況で、ロシアは、

通常戦力が弱体化していることもあり、核兵器への依

存を高めることで自国が直面する脅威に対応しようと

している。また米国は、懸念国からの大量破壊兵器攻

撃の脅威に対して、これを抑止するために核兵器に一

定の役割を与えるとともに、抑止が破れた場合も効果

的に自国を防御することを目的としてＮＭＤを配備す

ると主張している。 

戦略核兵器については、ロシアにとって、米国との

数的均衡を維持し、米国と同等の抑止力を確保するこ

とが米国と並ぶ大国としての地位を維持する方法の一

つである一方で、もはや大規模な核戦力を維持するの

はコスト的に容易でないため、ロシアは米国とともに

戦略核兵器を削減することを望んでいる。これに対し

て米国は、ロシアに対して核戦力および通常戦力で優

位に立っており、さらにロシアの戦略核兵器が核軍備

管理協定の有無にかかわらず減少することもあり、自

国の戦略核兵器をロシアとともに急いで削減する必要

はないため、ＮＭＤ問題でロシアから譲歩を引き出す

ことを狙いとして、ロシアに戦略核兵器の削減を提案

しているとも考えられる。 

その米国のＮＭＤに関して、ロシアは、将来的に、

また規模によっては直ちに、米国に対する核抑止力が

損なわれる恐れがあるとして反対している。またロシ

アは、米国のＮＭＤ配備によって米国に対する核抑止

力が大きく損なわれると考える中国が核戦力の増強を

加速させることによって、ロシアの安全保障にも悪影

響を与えることを懸念している。米国は、クリントン

政権、ならびに共和党および民主党の両大統領候補と

もに、ロシアの抑止力を損なわない、あるいはロシア

に安心感を与えるような方法で配備に向けて計画を進

めると主張しているが、その具体的な方法は必ずしも

明確には示されておらず、またＮＭＤが中国に与える

影響についてはほとんど言及してこなかった(14)。 

軍備管理の目的である戦略的安定に関しては、両国

とも様々な場でその重要性について述べており、２０

００年６月４日の米露両大統領による「戦略的安定の

原則に関する共同声明」では、戦略的な核の安定を維

持する必要性、ならびに戦略的安定および国際安全保

障の強化に努めることなどについて合意された。しか

しながら、冷戦後の二国間関係および国際安全保障環

境において、いかにして戦略的安定を維持するかにつ

いての両国の認識は一致していない。米ソ間の戦略的

安定が国際安全保障環境における戦略的安定にも直結

していた冷戦期とは異なり、冷戦後は米露に加えて他

の主要な、あるいは地域のアクターの行動が国際安全

保障の動向に大きな影響を与えているため、米露の戦

略的安定に関する考慮を複雑にしている。さらに、ロ

シアはＮＭＤ反対を正当化するために戦略的安定の重

要性を強調し、他方で米国は他国に圧倒的な軍事的優

位を確保していることから戦略的安定に関して冷戦期

ほどの考慮を払っていないという側面もあると思われ
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る。 

米露（ソ）は、これまでも自国の安全保障利益に基

づいて核軍備管理に関する提案を行い、自国の利益を

損なう恐れがある措置については反対してきたが、冷

戦期および冷戦終結前後には両国間に一定の共通の認

識および利益が醸成され、それが両国の提案の差異を

縮め、両国に妥協を促すことで、米露間核軍備管理の

進展を支えてきた。しかしながら現在は、米露間核軍

備管理を進展させる基礎となる共通の認識および利益

が両国間に醸成されておらず、このような状況で両国

が米露間核軍備管理に関する協議を継続しても、自国

の利益に基づく提案について妥協が成立するのは容易

ではない。 

 

５ 米露間核軍備管理の再活性化 

現在、米露間には良好な関係が構築されておらず、

さらに両国を取り巻く安全保障環境や両国の脅威認識

が大きく異なっていることから、米露間核軍備管理の

進展に必要な共通の認識および利益を醸成するのは容

易ではないが、その再活性化のために、米露間に共通

の認識および利益が醸成されることが求められる。 

米露間核軍備管理の主眼は、両国間の戦略的安定を

維持することであり、今後もこの重要性は変わらない

であろう。しかしながら、現在、米露のみならず他の

主要な、あるいは地域のアクターが国際安全保障の動

向に大きな影響を与えており、米露は、米露間核軍備

管理の交渉プロセスにおいて、お互いの立場だけを考

慮すればよいという状況ではなくなっている(15)。英国

およびフランスは核兵器を一方的に削減したが、ロシ

アの動向によってはその政策を再考するかもしれない。

また中国は、核戦力の増強を継続している。インド、

パキスタンおよびイスラエルが、近い将来にその核兵

器能力を放棄する可能性は低い。非核兵器国への核兵

器を含む大量破壊兵器および弾道ミサイル拡散が懸念

され、また多くの非核兵器国が核軍備管理の停滞に不

満を持っている。米露間核軍備管理の進展は、国際安

全保障環境にも好ましい影響を与え、これが両国の安

全保障を強化することにもつながる。米露はまず、米

露間核軍備管理を再活性化することの重要性を再確認

すべきである。 

 また両国は、関係改善のための努力を行うべきであ

る。両国間関係の悪化が米露間核軍備管理に悪影響を

与え、その進展を妨げている要因の１つになっている。

東京フォーラム報告書でも、「核の危険を減じる努力

を再開させるには、地域的拡散と安全保障に関する問

題を含め、主要な政治的相違を修復する必要」があり、

「米ロ関係を修復するための措置をただちにとるよう、

米ロの政治指導者に強く要請」された(16)。信頼醸成や

不信感の解消を通じて米露間関係を改善することは、

共通の認識および利益の醸成を促進する環境を整える

という意味からも重要である。 

 さらに両国は、冷戦後の二国間関係および国際安全

保障環境に適するような戦略的安定を維持するための

ドクトリンに関して議論を継続すべきである。 

 ＭＡＤは、前述のように、冷戦の二極構造の下で、

大規模な核攻撃の可能性とそのような攻撃に対する脆

弱性を同時に維持することを通じて戦略的安定を維持

するというものである。「戦略的安定の諸原則に関す

る共同声明」で米露両大統領が合意したように、「抑止

能力がこれまでも、また今後も国際安全保障分野にお

ける安定性と予測可能性の主要な側面」であるが、Ｍ

ＡＤのように脅威を高めることによって戦略的安定を

維持するというドクトリンが、冷戦後の米露間関係お

よび国際安全保障環境にも適するかは疑問である。 

 米露は６０００－７０００発の戦略核兵器を含む大

規模な核戦力を配備しているが、両国が冷戦期のよう

な対立関係にはないことを考えると、このような大規

模な核戦力を維持して抑止力を高める必要はない。ま

た核戦力の増強を継続している中国や、大量破壊兵器

および弾道ミサイル能力を保有する懸念国の能力は限

定的であることから、大規模な核戦力によって抑止す

る必要ない。このような状況にもかかわらず米露が大

規模な核戦力を保持して抑止力を維持する必要性を主

張すれば、逆に中国を含む主要な、あるいは地域のア

クターに誤ったシグナルを与え、核兵器を含む大量破

壊兵器および弾道ミサイル能力の一層の増強あるいは

拡散が促進する可能性がある。 

 ミサイル防衛に関しては、技術的に可能であるか否

かが必ずしも明確ではないこと、ならびに米露間、主

要国間あるいは地域の戦略的安定を損ない、軍備競争
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を誘発する可能性があることは留意すべきである。他

方で、ミサイル防衛は、ミサイル攻撃を無効化するこ

とで拒否的抑止（deterrence by denial）が強化される

ことにより、報復能力に基盤を置く懲罰的抑止

（deterrence by punishment）に用いられる核兵器へ

の依存を低減できる可能性も有している。全面核戦争

が勃発する可能性は大きく低減されてきた一方で、核

兵器を含む大量破壊兵器を搭載した弾道ミサイルを用

いた限定的な攻撃がなされる蓋然性は逆に高まる傾向

にあり、また事故などによって偶発的に弾道ミサイル

が使用される危険があることも考えると、そのような

弾道ミサイル攻撃を迎撃するという目的が明確にされ

たミサイル防衛は、ただちに戦略的安定を損なうこと

なく、逆に核兵器を用いた報復の可能性、ならびに核

兵器への依存を低減できるかもしれない。 

 冷戦後の米露間関係および国際安全保障関係におい

て求められているのは、一定の抑止力は保持しつつ核

兵器の一層の削減を進めること、核兵器など報復戦力

への依存を低減し得るという弾道ミサイル防衛の可能

性を考慮すること、ならびに二国間核軍備管理のみな

らず軍備管理・不拡散全般を推進することという３つ

の要素を有効に組み合わせ、ＭＡＤから脱却し、脅威

を高めることによってではなく、脅威を低減すること

によって、安全かつ安定的な戦略的安定維持のための

ドクトリンへと移行することである(17)。冷戦期とは異

なり、冷戦後は米露のみならず他の主要な、あるいは

地域のアクターの動向を十分に考慮したドクトリンの

構築が必要とされるため、ＭＡＤから新しいドクトリ

ンへは慎重かつ漸進的な移行が求められるが、米露間

で行われている戦略核兵器の一層の削減とＮＭＤの取

り扱いに関する議論を通じて、その移行は早急に開始

されるべきである。 

 

６ おわりに 

 米露間核軍備管理は、とりわけ１９９０年代半ば以

降、停滞してきた。米露は、それぞれの安全保障利益

あるいは脅威認識を反映した米露間核軍備管理に関す

る様々な提案を行ってきたが、合意には至っておらず、

米露間核軍備管理が進展する兆しは見られない。 

 米露間核軍備管理が停滞してきた背景には、両国の

国内政治状況に影響を受けたという側面もあるが、重

要な要因は、その推進に必要な共通の認識および利益

が米露間に醸成されていないことである。戦略核兵器

の削減、ならびにＡＢＭ条約およびＮＭＤに関する取

り扱いを巡る対立は、冷戦後の安全保障環境に適する

戦略的安定を維持するためのドクトリンへの移行と言

う、先送りにされてきた問題についての議論を活発化

させる契機である。米露は、米露間核軍備管理の重要

性を再確認し、両国間関係の改善に向けて努力すると

ともに、より安全で安定的に戦略的安定を維持する方

途を確立することを通じて、共通の認識および利益を

醸成し、米露間核軍備管理を進展させるべきである。 
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の削減」、（財）日本国際問題研究所軍縮・不拡散促進センタ

ー、１９９７年１１月、３－６頁。 
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the Review Conference of the Parties to the Treaty on the 



 8

Non-Proliferation of Nuclear Weapons, New York, 25 

April 2000 

(http://www.basicint.org/nuclear/revcon2000/nuk_00revco

n_gen_russia.htm). 

(6) Yuri Chkanikov and Andrei Shoumikhin, “Russian 

Security Requirements and the US Limited National 

Missile Defense System”, Comparative Strategy, Vol. 17, 

No. 3 (July-September 1998), pp. 292-294. 
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